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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年9月11日(2020.9.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着状態の細胞培養物を改変する方法であって、少なくとも２種の細胞を含む接着状態
の細胞培養物を、細胞分裂に必要なアミノ酸を含まず、細胞の生命維持に必要なエネルギ
ーを供給可能である低栄養等張液に浸漬することを含み、それにより前記接着状態の細胞
培養物を構成する細胞種の含有比率を変化させることを特徴とする、前記方法。
【請求項２】
　接着状態の細胞培養物が、骨格筋芽細胞および線維芽細胞を含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　改変が、線維芽細胞の含有率を低減させることである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　接着状態の細胞培養物が、シート状細胞培養物である、請求項１～３のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項５】
　シート状細胞培養物が、培養基材から剥離されたものである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　シート状細胞培養物が、剥離時に収縮するものである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　シート状細胞培養物が、剥離後に６ｃｍ２以上の面積を有する、請求項５または６に記
載の方法。
【請求項８】
　シート状細胞培養物が、複数の単層シート状細胞培養物が積層されたものである、請求
項４～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　低栄養等張液が、ハンクス平衡塩液である、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法
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【請求項１０】
　浸漬が、２４～１５０時間行われる、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　浸漬が、２～８℃で行われる、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　（ａ）２種以上の細胞を含む細胞集団を、実質的に増殖することなくシート状細胞培養
物を形成し得る密度で培養基材に播種すること、
（ｂ）播種した細胞集団をシート化培養してシート状細胞培養物を形成すること、および
（ｃ）形成したシート状細胞培養物を、細胞分裂に必要なアミノ酸を含まず、細胞の生命
維持に必要なエネルギーを供給可能である低栄養等張液に浸漬すること
を含む、シート状細胞培養物の製造方法。
【請求項１３】
　工程（ｃ）の前に
（ｃ’）形成したシート状細胞培養物を剥離すること
を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　工程（ｃ）の後に
（ｃ’）形成したシート状細胞培養物を剥離すること
を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　（ｃ’）の工程において、シート状細胞培養物が剥離時に収縮する、請求項１３または
１４に記載の方法。
【請求項１６】
　剥離したシート状細胞培養物が、６ｃｍ２以上の面積を有する、請求項１３～１５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　（ｃ’）の後に
（ｃ’’）剥離したシート状細胞培養物を積層すること
をさらに含む、請求項１３～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
（ａ）目的細胞を含む細胞集団を、実質的に増殖することなくシート状細胞培養物を形成
し得る密度で培養基材に播種すること、
（ｂ）播種した細胞集団をシート化培養してシート状細胞培養物を形成すること、
（ｃ）形成したシート状細胞培養物を剥離すること、および
（ｄ）剥離したシート状細胞培養物を、細胞分裂に必要なアミノ酸を含まず、細胞の生命
維持に必要なエネルギーを供給可能である低栄養等張液に浸漬すること
を含む、シート状細胞培養物の製造方法。
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